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地域別最低賃金が上がります。 
令和 5 年 10 月以降の地域別最低賃金額が決定されました。物価上昇等の 
影響もあり､今年は 全国平均で 43 円(最大 47 円)引き上げられます。 
特定(産業別)最低賃金については今後審議され 12 月頃決定される予定です。 

詳細やご不明な点は弊所までお問い合わせください。社会保険労務士事務所あおぞらコンサルティング TEL:03-3526-4277 

担当:阿部 
 

●地域別最低賃金の適用は発効日からとなります。 
●地域別最低賃金は原則､その地域にある事業所で働く労働者に適用されます。 

地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方が設定されている場合は､高い方の最低賃金が適用されます。 
※その他､最低賃金の詳細はこちらをご覧下さい:https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-09.htm 

～月給制～ 
■基本給  : 160,000 円 
■職務手当 :   20,000 円 
■通勤手当 :   5,000 円 
■時間外手当: 35,000 円 
    （合計 220,000 円） 
 

～最低賃金～ 
 1,113 円／時間（令和 5 年度） 
 1,072 円／時間（令和 4 年度） 
～労働条件～ 
◆年間所定労働日数 250 日 
◆所定労働時間 8 時間/日 
 

【例】東京都にある事業所の場合 

令和 4 年度の最低賃金には抵触しませんでしたが、 
令和 5 年度の最低賃金には抵触する為、 
賃金の見直しが必要となります。 

●最低賃金の確認方法  

 

 支給された賃金から、最低賃金の対象とならない賃金 
（通勤手当､時間外手当､家族手当等）を除いた賃金 

220,000 円－（5,000 円＋35,000 円）＝180,000 円 

 （180,000 円×12 か月）÷（250 日×8 時間）＝1,080 円 

   1,080 円 ＜ 1,113 円  

●最低賃金のポイント  

確認結果 

●令和 5 年度地域別最低賃金一覧表  


